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当社元取締役に対する訴訟提起に関するお知らせ 

 

当社は、本日、当社の元取締役に対して、山口地方裁判所下関支部に訴訟を提起いたし

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
1. 訴訟を提起した裁判所及び年月日  

   山口地方裁判所下関支部 

   平成 22 年 8 月 18 日 

 

2. 訴訟を提起した相手 

   当社元取締役  原 將昭 

   （当社代表在任期間：昭和 63 年 5 月 10 日～平成 22 年 4 月 14 日 

    当社取締役在任期間：昭和 61 年 3 月 28 日～平成 22 年 8 月 18 日） 

 

3. 訴訟の内容及び損害賠償請求額 

   当社は、当社株主より、平成 22 年 6 月 18 日付で、会社法 847 条に基づき、当社取

締役に対する責任追及等の訴えを提起するよう請求を受けました。そこで、当該提訴

請求に記載された事項について当社監査役が調査を行なった結果、現在回収が困難と

なり平成 21 年 2 月期に全額貸倒引当金として計上している平成 20 年 1 月から同年 4

月までに実行した特定の会社に対する貸付け（貸付金現在残高：17 億 5950 万円）の

実行にあたり、当時当社の代表取締役であり、社内手続きが不十分なまま決済を行っ

た原將昭に、取締役としての任務懈怠が認められると判断するに至りました。 

   そこで、当社は、本日、原將昭に対し、損害賠償請求額を 17 億 5950 万円とする訴

訟を提起いたしました。 

 

4. 今後の見通し 
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   上記貸付金は、平成 21 年 2 月期に全額引当てを完了しており、本件訴訟の提起に

より、当社業績に与える影響額は軽微と思われますが、今後、開示すべき訴訟の推移

及びそれに伴う業績への影響額が算定された場合には、速やかに開示いたします。 

 

以 上 


